
土木工事書類

スリム化の手引き
～工事書類は必要最小限に～

令和８年４月

長崎県土木部建設企画課

※ で囲った箇所は追加・修正等の改定箇所

【改定箇所記載版】



長崎県では、平成２０年度より長崎県建設業協会及
び長崎県土木施工管理技士会と意見交換を行い、
双方の業務省力化と労働環境改善として、工事関係
書類の簡素化に取り組んできました。

今回、更なる工事関係書類のスリム化を通じて働き
やすさ改善を行うため、スリム化の手引きを作成しま
した。

本手引きを活用し、工事書類削減に向けた積極的
な取り組みをお願いします。

◇手引きでは工事関係書類を必要最小限にスリム
化するため、削除可能な工事書類を紹介しています。

但し、受注者社内で必要とされる工事書類作成を
妨げるものではありません。また、法令等に規定さ
れた書類の作成は適正に行って下さい。
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工事書類のスリム化の原理・原則

○長崎県は、仕様書等で提出を求めていない書類の
提出を求めない。

○受注者は、仕様書等で提出を求められていない
書類は提出しない。

○長崎県は、仕様書等で提出を求めていない書類は
受理しない。



１．これまでの経緯
〇これまでの経緯

２．工事関係書類のスリム化のポイント
〇工事着手前
〇施工中
〇検査時

３．工事関係書類のスリム化
①現場代理人等決定通知
②計画工程
③工事実績サービス（コリンズ）
④施工計画書（１）
⑤施工計画書（２）
⑥施工計画書（３） ※変更時
⑦下請負人報告書
⑧施工体制台帳（１）
⑨施工体制台帳（２）
⑩施工体制台帳（３）
⑪工事測量基準点
⑫着工前測量（距離標の移設等）
⑬工事の報告
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３．工事関係書類のスリム化
⑭段階確認書
⑮確認・立会依頼書
⑯現場技術員の臨場
⑰履行報告
⑱工事現場の現場環境改善
⑲工事完了検査の実施日報告
⑳出来形・品質管理
㉑品質証明
㉒写真管理
㉓排出ガス対策型・低騒音型建設機械

（写真）
㉔再生資源利用計画書等
㉕県内産資材等不使用理由書
㉖竣工検査時の電子納品
㉗発注者等からの誤った指摘事例①
㉘発注者等からの誤った指摘事例②
㉙受注者が負担と感じている事例
㉚書類作成の相互理解
㉛設計変更等相談窓口
（働き方改革相談窓口）

㉜発注者対応アンケート
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◇平成21年4月のスリム化
□建設業協会及び土木施工管理技士会との意見交換会を通じて、内容
が類似する書類や必要性等の精査を行い、必要性の低い書類等につい
ては共通仕様書等の改定を行った。

①書面として残すべき書類は最終的な記録であり、その判断に至るため
の「協議」については、書面で 取り交わすことを求めないこととした。

②書面をもって知らせる必要がある事項のみを「通知」とし、「報告」は
口頭でも良いとした。

③確認するだけで目的を達する書類は「提示」と分類し、内容が重複し
たり必要性が低い書類は作成自体を不要とした。

◇平成30年1月のスリム化
□工事関係者を対象にアンケートを実施し、簡素化の要望の高かった５９
項目について業界等と検討を進め、共通仕様書の改訂を行い、必要性の
低い書類 ２５項目の削減等を行った。

◇令和元年5月のスリム化
□地域の実情に配慮し、県産品並びに県内下請の不使用理由書の
「説明資料」を不要とした。
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◇令和７年９月のスリム化
□工程能力図（１０点未満）、ヒストグラムは「作成不要」を「作成不要でも
よい」とした。

◇令和８年４月のスリム化
□施工計画書のうち、一部資料の提出を廃止

①工事概要

②指定機械

③法定休日・所定休日（週休２日の導入）

□施工体制台帳の作成方法を追加

□発注者等からの誤った指摘事例①②を追加

□受注者が負担と感じている事例を追加

□書類作成の相互理解を追加

□働き方改革相談窓口を追加

□発注者対応を追加

□ＱＲコードを追加
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工事施工中の情報交換・共有方法【工事写真の提出方法、工事書類等の交換共有方法】

事前協議により、作成する工事書類を明確化!

工事着手時に、工事提出書類等一覧表を活用し、監督職員と受注者間で、
情報交換・共有方法(メールなど)等を事前協議し決定しましょう!

工事写真は、カメラの種類、カメラの有効画素数、書類提出方法(紙または
情報共有システムのどちらか)などを事前協議しましょう!

提出する書類の種類

受発注者間で、【指示】、【承諾】、【協議】、【提出】、【提示】、【通知】、
【 報告】用語の定義について確認し、工事提出書類等一覧表(長崎県HP
で公開中)を使い、施工中の工事資料、工事完成時納品資料について事前
協議しましょう!

工事着手時

協議に添付する書類は必要最小限かつ簡潔に!

工事施工において必要となる協議資料は、必要最小限とするよう受発注
者間双方で意識し進めることが大切です。

受注者発議による協議でも、設計図書照査項目・内容以外の照査や照査を行った結果
生じた計画の見直し、図面の再作成、構造計算の再計算、追加調査の実施に係わる協
議書類の作成は発注者の責任で行うこととなっています。【受注者に求める設計図書の
照査範囲は、設計変更ガイドライン（長崎県のHPで公開中）で確認下さい。】

情報共有システム活用により業務効率化を図ろう!

施工中

検査時、工事概要説明は監督職員が行ないます。このため、工事概要説明
資料等は作成不要です。受注者は既存の平面図等を使って、施工内容・方
法の説明をお願いします。

検査時

検査時工事概要説明資料は求めません。

※情報共有システム活用義務付けは、土木工事標準積算基準書を採用
する設計金額1,500万円以上、または落札方式に総合評価方式を採用す
る工事。
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主な、作成・提出を不要とした工事書類を以下に紹介します。スリム化にご協力下さい。

施工計画書を提出する工事は計画工程表の提出不要! （共[１]1-1-6）

② 計画工程

提出不要

請負代金が500万円以上の工
事は提出不要。

有資格者であれば工事経歴不要

一級・二級土木施工管理技士で
あれば、工事経歴は不要。
（契第10条第1項）
（建第19条の2第1項）

① 現場代理人等決定通知 様式第12号（第21条関係）

現場代理人等通知書

  年  月  日

様

                      （受注者）

  年  月  日付けをもって請負契約を締結した

（工事番号）

（工事名）

について、工事標準請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知します。

記

現場代理人氏名

主任技術者、

監理技術者氏名

又は特例監理技術者

専任 ・ 非専任

（主任技術者の場合、該当に〇）

監理技術者補佐

③ 工事実績情報サービス【コリンズ】

工事実績情報サービスの登録内容確認と登録後の提出不要！

確認・提出不要

請負金額500万円以上の工事では、工事
実績情報サービスへの登録が必要ですが、
登録内容の発注者確認と登録後の提出
は不要です。
また、工事請負金額の変更だけでは登録
変更不要です。

５００万円未満の工事は施工計画書の 『提出』 は不要！

④ 施工計画書（１）

但し、請負金額500万円未満でも監督職員の指示等が
ある場合は提出が必要。

※建設業法により、施工計画の作成は主任 （監理） 技術者の
職務とされています。

また、工事事故防止の観点からも、施工手順を表した施工計
画書は必要となることから、施工計画書の『作成』自体を不要と
しているものではありません。
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⑤ 施工計画書（２）

施工計画書における提出資料のうち、以下の資料提出が不要！

（1）工事概要

（2）指定機械

（3）法定休日・所定休日（週休２日の導入）

⑥ 施工計画書（3） ※変更時

変更した施工計画書はその部分のみの提出でOK!

施工方法等の変更により施工計画書を変更
追加する場合は、その変更箇所のみの提出。
また工事完成時の最終版の施工計画書一式
の提出は不要です。
【（共[1]1-1-6-2） 】

変更追加部分のみ提出

技術者の顔写真は不要

⑧ 施工体制台帳（１）

作成不要＆簡素化

監理技術者、主任技術者(下請負含
む)及び元請負の専門技術者(専任
している場合のみ)の顔写真不要とし
ました。(H31.4～)
また、下請負通知書の下請負業者

の押印を不要と整理しました。

施工体系図により通知するため提出不要! （工執第12-2条）

⑦ 下請負人報告書

提出不要

※令和８年４月１日以降の起工設計書より適用
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⑨ 施工体制台帳（２）

施工体制台帳、添付資料の提出は必要最小限とする。

※ 直営施工の場合、施工体制台帳は作成不要

〇元請業者と発注者との契約書の写し
〇元請業者と下請業者との契約書の写し
〇元請技術者の資格を証する書類（監理技術者資格証の写しなど）
〇元請技術者の雇用関係を証する書類
〇元請の専門技術者に関する書類（資格及び雇用関係の書類）
〇監理技術者補佐に関する書類（配置した場合、資格及び雇用関係の書類）

【施工体制台帳に添付が必要な書類】

※建設業法施行規則第１４条の２第２項



10

⑨ 施工体制台帳（２）

以下の書類は施工体制台帳に添付不要！

「作業員名簿」の変更は他様式の変更に併せて提出すれば良い
「作業員名簿」の添付資料は提出不要

「工事担当技術者台帳」、「役割分担表」の作成は不要

〇建設業許可や警備業認定証の写し
〇請負会社の厚生年金保険や雇用保険加入を証明するものの写し
〇監理技術者などの技術者証の写し
〇見積依頼書及び見積書（契約書の一部である場合を除く）
〇技術者配置要件以外の資格や実務経験等の写し
〇外国人就労者関係の書類（外国人建設就労者等建設現場入場届出書等）

※作成自体が不要となる書類ではないため、受注者において適切に保管のこと。

①他様式に変更が生じない場合は、工事の着手時と完成時に提出すればよい。
②「作業員名簿」の変更は、都度、提出する必要はなく、他の様式を変更する
タイミングで併せて提出すればよい。

作業員名簿の根拠となる資格・
免許等の添付書類は提出不要

提出不要

作業員名簿
（他の様式変更に併せて提出）

＋
変 更

他の様式
変更

作成不要

工事担当技術者台帳 役割分担表

作成不要
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⑩ 施工体制台帳（３）

施工体系図の樹状図又は表形式の選択が可能

施工体系図への請負金額記載を廃止

これまで、施工体系図の『提出用』として別途作成していた請負金額入りの様式
を廃止し、現場への『掲示用』と同じ様式で作成・提出することとした。

施工体系図の作成は樹状図、表形式のどちらの様式で作成してもよい。

樹 状 図 表 形 式

※令和８年４月１日以降の起工設計書より適用
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⑪ 工事測量基準点

発注者指定の基準点を利用する場合は承諾不要! （共[１]1-1-42）

承諾不要

貸与された測量成果
簿と現地差異がある
場合は協議が必要。

⑫ 着工前測量（距離標の移設等）

距離標等の移設・破損報告様式の見直し！

工事測量結果が設計図書の位置や数値に差異があれば協議が必要です。また距
離標の移設が必要な場合が承諾が必要です。このため、必要書類書式を見直し、簡
素化しました。

測量標等の移設承諾願【（共[１]1-1-42-
3）】、 測量標の破損報告【（共[１]1-1-42-
2）】は、工事打合せ簿を工夫し簡単にしました。
なお、必要な用地幅杭が存在しない協議【（共

[１]1-1-42～3） 】も、同じ工事打合せ簿で協
議できるように工夫。

様式工夫

⑬ 工事の報告

長崎県では、「報告」は書面提出の必要はありません。

・監督職員による検査（確認、立会等）の実施日報告【共[1]1-1-23】
・完成検査の実施日報告【共[1]1-1-25】
・災害発生時の応急処置報告【共[1]1-1-32】 など

共通仕様書等で報告としている例

[指示] 契約図書に基づき工事の施工上必要な事項について、書面により示し、実施させること。
[承諾] 契約図書で明示した事項について書面により同意すること。
[協議] 書面、対面、連絡等により契約図書の協議事項について対等の立場で合議し結論を得ること。
[提出] 工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、提出すること。
[提示] 工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明すること。
[通知] 施工に関する事項について、書面により互いに知らせること。
[報告] 工事の施工に関する事項について、知らせること。

用語の説明 【共[1]1-1-2-15～21】
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状況写真

段階確認書 段階確認書の添付書類

監督職員や現場技術員が臨場した場合は、状況写真不要！

様式No.3

監督職員名：

上記について、段階確認を実施し確認した

。

監督職員名： 印

確 認 書

平成○○年○○月○○日

平成○○年○○月○○日

通 知 書

確 認 種 別 確 認 細 別 確認時期項目 確認時期予定日 確認実施日

等

下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する

。

記 事種 別 細 別 確認時期項目 施工予定時期

段 階 確 認 書

施 工 予 定 表

平成○○年○○月○○日

特記仕様書第 条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします

。

請負業者名：

現場代理人名等： 印
工事名

⑭ 段階確認書

新たな作成不要

添付するのは手書
きで実測値を記入
した出来形管理図
表や設計図等のみ

・段階確認のために新たに資料を作成する必要なし。
・段階確認書に添付する資料は、受注者が作成した出来形管理資料に監督職員等が
確認した実測値を手書きで記入した資料のみ。

・監督職員等が段階確認に臨場した場合、受注者は監督職員等の立会い状況写真
は不要。

・監督職員に代わり現場技術員が臨場する場合、監督職員への説明資料が必要な
場合は現場技術員が作成。

※ 段階確認書と同様の扱いとします。

確認・立会依頼書の添付書類

状況写真

監督職員や現場技術員が臨場した場合、状況写真不要！

⑮ 確認・立会依頼書

添付するのは手書きで
実測値を記入した出来
形管理図表や設計図等
のみ

新たな作成不要

確認・立会依頼書

⑯ 現場技術員の臨場

監督員への説明資料は現場技術員が自ら作成

材料確認書及び段階確認書、確認・立会依頼書等において、監督職員に代わり現場

技術員が臨場する場合、現場技術員が監督職員への説明に必要となる資料を受注者

が作成する必要はありません。

周知徹底
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履行報告書は作成不要! （共[１]1-1-30）

⑰ 履行報告

契約書第38条の規定により中間
前金払請求する場合は必要。

場合によって作成

⑳ 出来形・品質管理

工程能力図（10点未満）、ヒストグラムは作成不要でもよい！

工程能力図 ヒストグラム工程能力図（10点未満）
及びヒストグラムは、品質・
出来形管理図表と内容が
重複するため、作成不要で
もよいです。

作成不要

⑱ 工事現場の現場環境改善

工事打合せ簿等により、実施報告書を作成する必要はありません。
※現場環境改善の写真撮影は、土木工事写真管理基準に則り、これまで通り必要です。

実施報告書

請負金額500万円
未満の環境改善計
画書は打合せ簿で
提出します。

実施報告書の作成は不要！【環境改善計画書は施工計画書で提出】

⑲ 工事完了検査の実施日報告

段階確認・中間検査・既済部分検査などの実施日は口頭でよい。

書類提出不要

中間検査 【（共[1]1-1-27-4）】、既済部分検査【（共[1]1-1-26）】完成検査
【（共[1]1-1-25-1）】【（契第31条第2項）】、段階確認【（共[1]1-1-23-5）】
などの実施日報告は、書類不要。
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・試験成績報告書
・製品カタログ
・臨場写真…等

提出書類は品質証明書のみ！

㉑ 品質証明

添付書類

JIS製品は品質証明資料保存不要

参考資料不要

※ＪＩＳ外製品であっても、長崎県コンクリート製品
評価会議発行の監査合格証の写しの提示で可

アルカリ骨材反応対策適合もJIS製品・監査合格証品は提示でOK!

品質証明書には、品質証明に関する試験成績報告書や製品カタログ等の書類を添付
する必要はありません。また、JIS製品はマーク表示された写真でOK!

㉒ 写真管理

工事写真の書類を減らし電子化を進めます

【検査状況写真】 現場検査１枚
書類検査１枚

【ダイジェスト版】
電子納品の場合は 着工前・竣工 のみ 写真帳 or PDF

【電子媒体納品】
写真管理アプリ ・・・電子媒体（基準に準拠）＋閲覧用のビュワー

o r
上 記 以 外 ・・・・しおり（インデックス）付きの工事写真帳PDF

検
査
後

検
査
前

検
査
前

書面oｒ書面oｒ
メール
提出

書面ｏｒ書面ｏｒ
メール
提出

CD等
媒体
提出

写真帳 ｏｒ PDF/JPEG等

㉓ 排出ガス対策型・低騒音型建設機械（写真）

検査時の確認写真は作成不要！

メ－カ－名 ○○○○○
形 式 名 ○○○○○○
指定番号 ○○○○○

排ガス・低騒音機械確認写真

排ガス・低騒音機械の確認書は、監督職員等が施工プロセスのチェックリストで確認
できるため、竣工検査時に確認写真を作成する必要はありません。

請負代金が1,000 万円以上
はプロセスチェック対象なので
確認写真は不要です。

※令和８年４月１日以降の起工設計書より適用
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５００万円未満の工事では再生資源利用計画書等の提出不要！

再生資源利用計画書・実施書、再生資源利用
促進計画書・実施書【 （共[１]1-1-22-4～
5） 】などの提出が不要です。
ただし、特定建設資材を使った工事では、提出

が必要な場合があります。

特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンク
リート、木材）を用いた建築物等に係る解体工事
又は新築工事等の一定規模以上の建設工事で
は提出が必要です。

㉔ 再生資源利用計画書等

㉕ 県内産資材等不使用理由書の提出資料の一部緩和

地域の実情に配慮し不使用理由書の「説明資料」は不要!

条件緩和

工事完成後の下請企業使用報告書、建設資材使用報告書、理由書【県内企業活
用状況管理システム対応様式】は、引き続き、提出をお願いします。

特殊工種
・法面対策における固定工
・鋼材の電気防食工
・路面切削工
・薄層カラー舗装工
・橋面防水工

資材
・生コンクリート 福島、鷹島のみ不要

法面対策工のアンカー工、構造物基礎工、地盤改良工、橋梁上部工なども緩和候補
に挙がりましたが、工法が多種多様のため整理出来ませんでした。
引き続き緩和に向け、データ蓄積を行ないます。

建設資材等を調達する際、下請負人等を選定する際には、地場産業の活性化を図る

ことを目的として、「資材等の県内優先調達」及び「下請負人等の県内優先活用」に

努めることが原則です。

特定の地域で工事をする際、下記資材及び特殊工種については、
「説明資料」は不要です。

離島のみ不要

管内下請企業を
使用しない理由書の
説明資料は不要です。



情報共有システムを活用した書類の電子納品

【情報共有システム】を用いて整理する書類

情報共有システムでは、２つの機能を活用して資料整理行ってください。

※検査書類限定型工事は、上記７つの書類に写真を追加した資料で検査を行います。
※提出する書類は、検査用に作成するのではなく、適宜作成、監督職員に提出するこ

とで効率的な資料作成に繋がります。
※ダウンロードしてCDなどの媒体で提出すれば電子納品となります。

【フォルダ分類】機能
情報共有システムの機能で発議時などに設定することで自動的に整理！
①施工計画書
②施工体制台帳・体系図
③工事打合せ簿（段階確認書を含む）
⑤品質規格証明書

【共有書類管理】機能
スキャンデータやPDFなどを情報共有システムに登録！
④出来形管理図表
⑥品質管理図表
⑦品質証明書

①施工計画書
工事打合せ簿の発議時などに『フォルダ分類』
を『施工計画書』選択
※作成については、

『施工計画の作成の手引き』を参考に作成

➁施工体制台帳・体系図
工事打合せ簿の発議時などに『フォルダ分類』を『施工体制台帳・体系
図』選択 ※作成については、『⑩ 施工体制台帳』を確認

※施工計画書の作成の手引き（長崎県HP）

③-1 工事打合せ簿（①or➁or⑤以外）
工事打合せ簿の発議時などに『フォルダ分類』
を『工事打合せ簿』選択

③-2 段階確認書

段階確認書の発議時などに『フォルダ分類』

を『段階確認書』選択

※作成については、
『工事打合せ簿の取扱
要領』参考に作成→

※作成については、
『段階確認の実施
要領』参考に作成→

㉖ 竣工検査時の電子納品

17



④出来形管理図表
作成した『出来形管理図表』をPDF化し、
『共有書類管理』に登録

総括表、一覧表、出来形管理図（工程能力図等）

⑤品質規格証明書
工事打合せ簿の発議時などに『フォルダ分類』を『品質規格証明書』選択
※材料などの品質について事前に承認・提出を必要とする資料となります。

材料の品質を証明する書類【施工計画書：主要資材】試験成績表等の品質規格証明書 『例』

⑥品質管理図表
作成した『品質管理図表』をPDF化し、
『共有書類管理』に登録

総括表、一覧表、品質管理図（工程能力図等）

⑦品質証明書
作成した『品質証明書』をPDF化し、
『共有書類管理』に登録

品質が規格に適合していることを証明する書類
【施工計画書：施工管理ー品質管理計画表】

[例] 【コンクリートσ２８圧縮強度試験】

サンプル
データ

第１編共通編２－９－４
『二次製品の工場品質管理】
省略規定あり

第２編河川編１－５－９
『吸い出し防止シート』

証明書の提出

18

第１編共通編３－３－７
『植生工』配合決定や肥料の承認
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「スリム化の手引き」の目的に反する指摘等は厳に慎むこと

事例１）
×：段階確認、確認・立会について、設計図書に記載の無い内容の確認・立会を要求された。
〇：設計図書を基本とし、施工計画書作成段階で、受発注者で必要な工期、頻度等を確認して

下さい。

㉗ 発注者等からの誤った指摘事例①

①「土木工事書類スリム化の手引き」は特記仕様書に基づく「契約図書」です。
②「スリム化の手引き」に反する書類作成の指示は、お願いベースであっても原則
できません。

③追加の書類作成を行う場合は、発注者は工事着手前にその必要性を吟味した
上で指示することとし、設計変更の対象とします。

【「スリム化の手引き」の目的に明らかに逆行、もしくは記載内容に反した事例】

凡例 ×：受注者に対する発注者等からの誤った指摘や要求内容
〇：スリム化の手引きに基づく見解、解説

※長崎県発注工事以外の工事も参照しています。

事例２）
×：臨場確認時の写真の添付、立会した結果を再度データ入力しＡＳＰに添付するように指導された。
〇：受注者は臨場確認時の状況写真や臨場確認のための新たな資料の作成は不要です。

また、立会結果は現場でのタブレット等を用いた電子的な記録とし、受注者側で再度データ
入力する必要はありません。

事例３）
×：材料の品質規格証明資料について、指定材料以外も提出を要求された。
〇：設計図書（共通仕様書・特記仕様書）で提出を指定された材料以外は提出不要です。

事例４）
×：工事履行報告書に、実施工程表を添付するよう要求された。
〇：実施工程表は提出不要としているため、工事履行報告書への添付は不要です。

事例５）
×：書類限定検査の際に、８種類以外の書類（建退共の受払状況や下請けの月ごとの出来高確認

方法、安全関係処理の紙ファイル等）を要求された。
〇：書類限定検査の場合、８種類以外の書類の提示は不要です。

なお、追加書類を求める必要がある場合は、検査通知前に受注者に通知することになってい
ます。

事例６）
×：工事完成図書について、電子納品と紙の両方を求められた。
〇：紙出力をしての納品は不要です。工事検査においても電子データにより実施します。
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「スリム化の手引き」の都合のいい解釈や作業の手戻りが生じる指示は
行わないこと

事例１）
×：「協議書が必要かもしれない」「作成不要だがあったほうが良い」と言われた。
〇：設計図書で指定のない書類は作成不要です。発注者等も曖昧な指示を行わないようにします。

㉘ 発注者等からの誤った指摘事例②

①「土木工事書類スリム化の手引き」の内容を発注者等で拡大解釈し、受注者へ
過度な負担をかけないこと。

②受注者の作業の手戻りにならないよう、様式の指定等が必要な場合は事前に行う
こと。

【発注者等で都合のよい解釈や曖昧な指示等により作業の手戻りが生じた事例】

凡例 ×：受注者に対する発注者等からの誤った指摘や要求内容
〇：スリム化の手引きに基づく見解、解説

※長崎県発注工事以外の工事も参照しています。

事例２）
×：協議資料に添付する書類は必要最小限かつ簡素で良いとなっているが、内容確認のために

多数の写真や詳細図面・概算金額・変更数量を求められた。
〇：「監督職員や検査指導幹への説明に必要」、「誰が見ても理解出来るように」等の理由で資料

を求めないこと。内部説明のためだけに必要な資料は発注者が自ら作成することが基本です。
なお、受注者が作成する場合、受注者の都合でない限り設計変更の対象です。

事例３）
×：標準様式に無い様式は任意様式だが、自社様式で提出したところ、後から監督職員からオリジ

ナルの様式や他社の様式に合わせてほしいと要求され、作業の手戻りが生じた。
※（例）週休２日モデル工事の実績報告や工事のお知らせ（回覧チラシ）など

〇：様式の指定が必要な場合は事前に指示を行うこと。

事例５）
×：金曜日の１６時頃に図面の修正指示がメールであり、月曜日に提出を求められる事例が多い。
〇：工事現場環境改善の観点から、休日、ノー残業デーの業務時間外に作業しなければならない期

限を設定しない（工事のウィークリースタンスに努める）こととしています。

スリム化の手引きに反する指摘等を受けた場合は、スリム化の手引きを発注者等

へ提示し共通認識を得て下さい。提示しても発注者等と共通認識を得られない場

合は、検査指導幹又は土木部建設企画課技術基準班までご報告をお願いします。

事例４）
×：この箇所をこのように修正してほしいと明確にしていただければ、同じ書類を何度も修正しなくて

済む。別の箇所で指摘を受けて、再度修正するというこがが何度も続いている。
〇：書類の修正が必要な場合は修正内容を明確に指示するようにします。「こんなニュアンス」で

修正してほしい等の曖昧な指示を行わないこととします。
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事例１）
ワンデーレスポンスの実施について、協議事項の回答や回答予定日の提示が、その日のうちに行

われていない。こちらから訊ねても、なかなか回答が返ってこないことが度々あった。

㉙ 受注者が負担と感じている事例

〇受注者が負担と感じている事例は必要に応じて対応を改善すること。

【受注者が負担と感じている事例】

受注者が負担と感じている事例は必要に応じて対応を改善

事例２）
発注者用の協議資料作成（毎月）、関係する第三者への説明資料作成を求められた。

事例３）
発注者職員の異動に伴い、今までの協議の経緯の説明や関係機関協議の経緯を説明するのが負
担となる。引継ぎはしっかりとしてほしい。

事例４）
起工設計からの変更事項について口頭指示を受けたが、本来なら発注者側から先行指示がされ

るべきところ、「その変更の内容を精査して受注者側から協議して下さい」と当然のように指示があっ
た。

事例５）
○○振興局○○課のローカルルールだからと言われ、地元住民に対する過度な工事説明等を求

められた。

受発注者間の積極的な意思疎通・議論により、工事書類作成の相互理解
を深める

㉚ 書類作成の相互理解

①監督職員及び検査職員は、不要な書類の提出、提示を求めてはいけません。
一度求めてしまうと、以後、受注者は経験上から不要な書類を作り続けてしまうこと

になります。

②工事書類は、電子化を基本としていますので、受注者は安易な紙印刷・紙提示など
の二度手間は行わないようにしましょう。
発注者側も『電子で作成・納品する』とされている工事書類について、紙での提示・

提出を求めないようにしましょう。

③受注者も作成不要な書類の作成・提出はしないようにしましょう。
（発注者も不必要な資料を提出されると、その確認に余計な時間を費やします）
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㉛ 設計変更等相談窓口（働き方改革相談窓口）

工事等に関する受注者の相談窓口は各地方機関の検査指導幹とする

工事成績評定通知時に、受注者（担当技術者）へアンケートを依頼します。
（評定書と併せて郵送します）

㉜ 発注者対応アンケート

発注者の技術力向上を図る目的から、完成検査後に「発注者対応アンケート」を実施
していますので、皆様のご協力をお願いいたします。

発注者対応アンケートの流れ

工事成績評定通知の受理後、２週間以内に担当技術者で入力をお願いいたします。
（webでの入力になります）

※アンケート調査は任意であり、義務ではありません。

※詳細は「発注者の対応についてのアンケート調査」をご確認下さい。

発注者の技術力向上のため、発注者の対応についてアンケート調査を実施



メ モ
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作成不要書類を添付しても工事成績では評価しません。

土木工事書類作成マニュアル及び本ガイドにおいて作成不要とし

ている書類（写真等）を添付しても、工事成績では評価しません。

不必要な作業を無くし、時間を有効活用しましょう。

書類の見栄えが工事成績に影響することはありません。

2.施工状況 Ⅰ.施工管理

⑪工事の関係書類を事前協議に基づき過不足なく作成していることが確認できる。

3.出来形及び出来栄え

①出来形管理が出来形管理図及び出来形管理表で確認できる。

③不可視部分の出来形が写真（監督職員が臨場した箇所を除く）で確認できる。

工事成績評定要領考査表の改定

略語の説明
建 は「建設業法」、
工執 は「長崎県建設工事執行規則」、
契 は「長崎県建設工事標準請負契約書」、
共 は「長崎県建設工事共通仕様書」、
施管 は「長崎県建設工事施工管理 基準」
を表しています。

2026年４月

問い合わせ先

長崎県 土木部 建設企画課 技術基準班
ＴＥＬ：095-894-3025 （直通）


